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法学研究63巻9号（’90：9）

〔
商
法
　
三
〇
七
〕

代
表
取
締
役
の
辞
任
の
方
法
及
び

名
目
的
代
表
取
締
役
の
対
第
三
者
責
任

〔
判
示
事
項
〕

一
、
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
の
す
る
取
締
役
辞
任
の
意
思
表
示
の
相
手

　
方

二
、
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
か
ら
会
社
業
務
の
一
切
を
任
せ
き
り
に
さ

　
れ
た
取
締
役
の
任
務
解
怠
に
よ
り
第
三
者
に
損
害
を
生
じ
た
場
合
の
名

　
目
的
代
表
取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
二
五
四
条
三
項
・
二
六
〇
条
・
二
六
六
条
ノ
三
、

　
民
法
六
五
一
条

〔
事
　
実
〕

　
訴
外
A
会
社
（
不
動
産
の
取
引
等
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
）
の
取
締
役
で
あ

る
C
は
、
昭
和
五
七
年
八
月
二
日
、
A
会
社
の
代
理
人
と
し
て
、
訴
外
B

会
社
か
ら
自
動
販
売
機
一
台
を
代
金
九
九
万
八
千
円
で
買
い
入
れ
る
契
約

を
締
結
し
た
．
ま
た
、
同
日
C
は
、
A
会
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
り
、
C

（
嚇
灘
難
騨
辮
麟
京
高
裁
．
昭
和
五
九
年
．
ネ
）
第
七
）

の
妻
で
あ
る
Y
（
被
告
・
被
控
訴
人
）
名
義
で
、
割
賦
販
売
の
斡
旋
等
を
目
的

と
す
る
株
式
会
社
た
る
X
（
原
告
・
控
訴
人
）
と
の
間
で
、
次
の
よ
う
な
立
替

払
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
た
。

　
ω
　
A
会
社
は
X
に
対
し
前
記
売
買
代
金
九
九
万
八
千
円
か
ら
頭
金
四

万
八
千
円
を
除
い
た
残
金
九
五
万
円
の
立
替
払
を
委
託
す
る
。
㈲
　
A
会

社
は
、
X
に
対
し
右
立
替
金
九
五
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
分
割
手
数
料

二
七
万
七
千
四
百
円
、
以
上
合
計
一
二
二
万
七
千
四
百
円
を
昭
和
六
〇
年

八
月
ま
で
毎
月
二
七
日
限
り
一
か
月
三
万
四
千
円
ず
つ
分
割
し
て
支
払
う
。

㈲
　
A
会
社
に
お
い
て
右
分
割
金
の
支
払
を
遅
滞
し
、
X
か
ら
催
告
を
受

け
て
も
催
告
期
間
内
に
履
行
し
な
い
と
き
は
、
期
限
の
利
益
を
失
い
、
残

額
及
び
遅
延
損
害
金
を
支
払
う
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

　
X
は
、
こ
の
契
約
に
基
づ
き
、
昭
和
五
七
年
九
月
二
五
日
、
B
会
社
に

対
し
前
記
売
買
代
金
を
立
替
え
て
支
払
っ
た
が
、
A
会
社
は
、
約
定
の
立

替
金
の
支
払
を
滞
り
、
期
限
の
利
益
を
失
っ
た
。
そ
こ
で
X
は
、
Y
が
B
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判例研究

会
社
か
ら
、
本
件
自
動
販
売
機
を
買
受
け
る
約
束
を
締
結
し
、
同
日
、
X

と
の
間
で
立
替
払
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
た
と
主
張
し
て
、
Y
に
対
し

立
替
金
等
の
支
払
を
求
め
て
本
訴
を
提
起
し
た
。
し
か
し
、
第
一
審
（
東

京
地
判
昭
和
五
九
二
丁
一
）
で
は
、
本
件
に
関
す
る
契
約
書
に
は
、
契
約

当
事
者
と
し
て
Y
の
氏
名
の
記
載
が
あ
り
、
氏
名
の
末
尾
に
は
押
印
も
あ

る
が
、
氏
名
の
記
載
と
右
押
印
は
Y
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
B
会
社
の

営
業
マ
ソ
に
よ
り
顕
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
、
そ
の
上
で
、

本
件
「
売
買
契
約
は
、
A
会
社
と
の
間
で
締
結
さ
れ
、
そ
の
契
約
書
も
作

成
さ
れ
た
が
、
本
件
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
書
を
作
成
す
る
に

あ
た
り
、
前
記
営
業
マ
ソ
は
、
A
会
社
の
登
記
簿
上
の
代
表
取
締
役
が
Y

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
C
か
ら
Y
の
住
所
・
氏
名
を
聞
き
取
り
、
A
会
社
の

取
締
役
印
を
も
C
か
ら
借
り
受
け
て
、
Y
名
義
の
本
件
契
約
書
を
Y
の
承

諾
な
し
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
X
の
請
求
は

理
由
が
な
い
と
し
て
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
X
が
控
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ

る
。　

X
は
、
第
一
次
的
請
求
と
し
て
、
本
件
立
替
金
の
支
払
を
請
求
し
、
新

た
に
第
二
次
的
請
求
と
し
て
、
Y
は
、
A
会
社
の
設
立
時
（
昭
和
五
三
年
一

〇
月
二
百
）
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
同
会
社
の
代
表
取
締
役
の
地
位
に

あ
る
の
で
、
同
会
社
を
代
表
し
て
忠
実
に
そ
の
業
務
を
執
行
し
．
他
の
取

締
役
の
行
為
を
監
視
し
、
も
っ
て
会
社
に
対
す
る
損
害
の
発
生
及
び
第
三

者
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
を
未
然
に
防
止
す
る
義
務
が
あ
る
の
に
、
同
会

社
の
一
切
の
業
務
執
行
を
同
会
社
の
取
締
役
で
あ
っ
て
Y
の
夫
で
あ
っ
た

C
に
任
せ
、
同
人
が
同
会
社
に
は
支
払
能
力
が
な
い
の
に
前
記
立
替
払
に

関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
何
等
の
措
置
を
講
じ
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
A
会
社
の
本
件
自
動
販
売
機
の
買
受
行
為
、
前
記
立
替
払

に
関
す
る
契
約
の
締
結
行
為
は
、
同
会
社
の
事
務
所
費
用
調
達
の
た
め
に

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
会
社
の
目
的
の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
り
、

そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
外
形
上
同
会
社
の
目
的
の
範
囲
内
の
行
為
で
あ

る
か
ら
、
Y
は
代
表
取
締
役
と
し
て
果
た
す
べ
き
義
務
を
怠
り
、
職
務
を

行
う
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
、
商
法
二
六
六
条
ノ
三
に

基
づ
き
前
記
損
害
一
〇
八
万
八
千
円
と
こ
れ
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
の
支

払
を
求
め
た
。

　
Y
は
、
も
と
A
会
社
の
代
表
取
締
役
の
地
位
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
当
時

も
同
会
社
の
業
務
の
執
行
を
せ
ず
、
同
会
社
の
一
切
の
業
務
執
行
は
同
会

社
の
取
締
役
で
あ
る
C
に
任
せ
て
い
た
。
Y
は
、
商
業
登
記
簿
上
は
A
会

社
の
設
立
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
代
表
取
締
役
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い

る
が
、
昭
和
五
六
年
四
月
ご
ろ
、
同
会
社
の
取
締
役
で
あ
っ
て
Y
の
夫
で

あ
っ
た
C
に
対
し
口
頭
で
右
代
表
取
締
役
を
辞
任
す
る
旨
の
申
し
入
れ
を

し
、
C
は
こ
れ
を
承
認
し
た
．
な
お
、
Y
は
、
昭
和
五
六
年
八
月
ご
ろ
C

と
別
居
し
、
昭
和
五
八
年
一
二
月
九
目
同
人
と
調
停
離
婚
し
た
。

　
ま
た
、
Y
は
、
A
会
社
の
設
立
時
か
ら
約
一
年
後
に
約
半
年
間
同
会
社

に
お
い
て
留
守
番
の
仕
事
を
し
た
こ
と
が
あ
る
の
み
で
、
そ
の
ほ
か
に
は

同
会
社
の
仕
事
を
何
も
し
た
こ
と
が
な
い
と
し
、
本
件
自
動
販
売
機
の
買

受
行
為
及
び
前
記
立
替
払
に
関
す
る
契
約
の
締
結
行
為
は
、
A
会
社
の
業

務
と
し
て
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
者
も
不
明
で
あ
る
と
主
張

し
た
。
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〔
判
　
旨
〕

　
控
訴
棄
却
、
新
請
求
棄
却

一
、
X
の
第
一
次
的
請
求
（
立
替
金
請
求
）
に
つ
い
て
は
、
証
拠
に
よ
り
、

C
は
、
本
件
立
替
払
契
約
に
際
し
、
B
会
社
の
セ
ー
ル
ス
担
当
社
員
を
し

て
Y
に
無
断
で
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
書
の
契
約
当
事
者
欄
に

Y
の
氏
名
を
記
載
さ
せ
、
ま
た
、
そ
の
名
下
に
A
会
社
の
代
表
取
締
役
印

を
押
印
さ
せ
た
こ
と
、
ま
た
、
Y
は
C
に
Y
が
個
人
と
し
て
本
件
売
買
契

約
ま
た
は
本
件
立
替
払
契
約
を
締
結
す
る
代
理
権
を
付
与
し
た
こ
と
は
な

い
こ
と
を
認
定
し
、
以
上
の
点
か
ら
、
「
B
会
社
と
の
間
で
本
件
売
買
契

約
を
締
結
し
、
か
つ
．
X
と
の
間
で
本
件
立
替
払
契
約
を
締
結
し
た
の
は

A
会
社
で
あ
っ
て
、
Y
個
人
で
は
な
い
」
と
し
、
従
っ
て
、
X
の
Y
に
対

す
る
立
替
金
請
求
は
、
そ
の
余
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
理

由
が
な
い
と
し
て
い
る
．

二
、
次
に
X
の
第
二
次
的
請
求
（
商
法
≡
ハ
六
条
ノ
三
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請

求
）
に
つ
い
て
は
．
「
Y
は
A
会
社
の
全
く
の
名
目
上
の
代
表
取
締
役
で
あ

り
、
そ
の
就
任
以
来
、
同
会
社
の
一
切
の
業
務
を
取
締
役
で
あ
る
C
に
任

せ
き
り
に
し
、
A
会
社
の
経
営
状
態
の
不
振
に
気
付
か
ず
、
C
の
業
務
執

行
に
対
し
監
視
を
せ
ず
、
同
人
の
任
務
解
怠
を
看
過
し
た
も
の
と
認
め
る

の
が
相
当
で
あ
る
。

　
Y
は
、
本
件
立
替
払
契
約
締
結
前
の
昭
和
五
六
年
四
月
ご
ろ
A
会
社
の

代
表
取
締
役
を
辞
任
し
た
旨
主
張
す
る
。
…
…
と
こ
ろ
で
、
株
式
会
社
の

取
締
役
は
、
会
社
に
対
し
委
任
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
何
時
で
も
会

社
に
対
し
意
思
表
示
に
よ
り
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
（
商
法
二

五
四
条
三
項
、
民
法
六
五
一
条
一
項
）
、
取
締
役
の
辞
任
の
意
思
表
示
は

会
社
の
代
表
取
締
役
に
対
し
て
す
る
こ
と
を
要
し
、
代
表
取
締
役
が
辞
任

す
る
場
合
に
も
、
他
に
代
表
取
締
役
が
い
る
と
き
に
は
そ
の
代
表
取
締
役

に
対
し
辞
任
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
を
要
し
、
他
に
代
表
取
締
役
が
い

な
い
と
き
に
は
取
締
役
会
を
招
集
し
て
取
締
役
会
に
対
し
辞
任
の
意
思
表

示
を
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、

・
…
：
Y
は
昭
和
五
六
年
四
月
ご
ろ
A
会
社
の
取
締
役
で
あ
る
C
に
対
し
代

表
取
締
役
辞
任
の
意
思
表
示
を
し
た
と
こ
ろ
…
…
そ
の
当
時
同
会
社
に
は

Y
の
ほ
か
に
は
代
表
取
締
役
が
い
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
以
上

の
次
第
で
、
Y
は
．
A
会
社
の
取
締
役
会
に
対
し
右
辞
任
の
意
思
表
示
が

さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
か
ら
、
Y
が
同
会
社
の
取

締
役
で
あ
る
C
に
対
し
て
し
た
辞
任
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
は
代
表
取
締

役
辞
任
の
効
力
が
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
…
と
こ

ろ
で
、
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
他
の
取
締
役
に
会
社
業
務
の
一
切
を

任
せ
き
り
に
し
、
そ
の
業
務
執
行
に
何
ら
の
意
を
用
い
な
い
で
、
つ
い
に

は
そ
の
者
の
任
務
解
怠
を
看
過
す
る
に
至
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
自
ら
も

ま
た
商
法
二
六
六
条
ノ
三
の
賠
償
責
任
を
負
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る

（
最
高
裁
判
所
昭
和
四
四
年
二
月
二
六
目
大
法
廷
判
決
・
民
集
二
三
巻

一
一
号
一
二
五
〇
頁
参
照
）
。
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
前
記
認
定

事
実
に
よ
れ
ば
、
Y
は
．
A
会
社
の
経
営
に
も
関
与
せ
ず
、
全
く
の
名
目

上
の
代
表
取
締
役
で
あ
り
、
夫
で
あ
る
C
か
ら
同
会
社
の
経
営
に
口
出
し

す
る
な
と
い
わ
れ
て
お
り
、
Y
の
関
与
す
る
余
地
は
全
く
な
か
っ
た
か
ら
、

Y
に
は
、
重
大
な
過
失
が
な
い
か
、
ま
た
は
、
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
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し
て
も
、
Y
は
A
会
社
の
業
務
に
精
通
し
な
い
た
め
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
ず
、
C
を
し
て
X
と
の
間
の
本
件
立
替
払
契
約
に
関
す
る
取
引

を
差
し
控
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
．
し

た
が
っ
て
、
Y
が
前
記
の
と
お
り
C
に
A
会
社
の
業
務
執
行
を
任
せ
き
り

に
し
て
い
た
こ
と
と
X
の
前
記
損
害
の
発
生
と
の
間
に
は
相
当
因
果
関
係

が
存
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

〔
研
　
究
〕

　
本
件
で
は
、
A
会
社
の
代
表
取
締
役
Y
の
会
社
に
対
す
る
辞
任
の
意
思

表
示
の
効
力
が
問
題
と
な
る
。

　
取
締
役
と
会
社
と
の
関
係
は
、
民
法
の
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
か

ら
、
取
締
役
は
何
時
で
も
辞
任
す
る
こ
と
が
出
来
る
（
商
法
二
五
四
条
三
項
、

民
法
六
五
一
条
一
項
、
六
五
二
条
）
。
そ
し
て
辞
任
は
、
委
任
契
約
の
告
知
で

あ
り
単
独
行
為
で
あ
る
か
ら
、
会
社
に
対
す
る
一
方
的
意
思
表
示
に
よ
っ

て
そ
の
効
力
を
生
じ
、
会
社
の
承
諾
を
要
し
な
い
（
田
中
（
誠
）
・
再
全
訂
会

社
法
詳
論
上
五
四
一
頁
、
大
隅
醐
今
井
・
新
版
会
社
法
論
中
1
一
五
八
頁
、
大
隅
“

山
口
・
取
締
役
会
商
法
働
六
三
頁
、
浜
田
・
法
釈
会
社
法
＠
二
九
五
頁
、
判
例
・
大

判
大
正
一
五
・
二
二
西
刑
集
五
巻
五
六
頁
）
。
そ
し
て
、
辞
任
の
意
思
表
示

の
効
力
の
発
生
時
期
は
、
そ
の
意
思
表
示
が
会
社
に
到
達
し
た
時
と
解
さ

れ
て
い
る
（
民
法
九
七
条
、
田
中
（
誠
）
・
前
掲
五
四
一
頁
、
大
隅
”
今
井
・
前
掲
一

五
八
頁
、
浜
田
・
前
掲
二
九
八
頁
、
東
京
地
判
昭
和
二
八
・
二
二
一
経
済
法
律
時

報
一
号
三
六
頁
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
辞
任
の
意
思
表
示
の
相
手
方
は
、
か
つ
て
は
、
取
締
役
の

選
任
又
は
解
任
の
事
項
を
議
決
す
る
決
議
機
関
た
る
株
主
総
会
に
対
し
て

な
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
（
東
京
控
決
明
治
三
七
年
（
ラ
）
第
三
六
四
号

新
聞
二
五
七
号
二
〇
頁
）
、
現
在
で
は
、
辞
任
の
意
思
表
示
は
、
会
社
の
代

表
機
関
た
る
代
表
取
締
役
に
対
し
て
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
す
る
の
が

通
説
で
あ
る
（
田
中
（
誠
）
・
前
掲
五
四
一
頁
、
大
隅
旺
今
井
・
前
掲
一
五
八
頁
、

浜
田
・
前
掲
二
九
九
頁
）
。

　
取
締
役
の
選
任
に
つ
い
て
、
通
説
は
、
株
主
総
会
決
議
は
会
社
内
部
の

意
思
決
定
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
選
任
決
議
に
基
づ
い
て
会
社
の
代
表
機
関

た
る
代
表
取
締
役
が
被
選
任
者
に
対
し
、
取
締
役
就
任
の
申
込
を
な
し
、

被
選
任
者
が
こ
れ
を
承
諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
任
用
契
約
が
締
結
さ
れ
、

こ
れ
に
よ
っ
て
会
社
と
被
選
任
者
と
の
間
に
委
任
・
準
委
任
の
関
係
ま
た

は
特
殊
の
信
任
関
係
が
生
ず
る
と
解
し
て
い
る
（
田
中
（
誠
）
・
前
掲
五
三
五

頁
、
大
隅
”
今
井
・
前
掲
二
一
…
頁
、
星
川
・
注
釈
会
社
法
⑥
二
五
五
頁
）
。
こ
れ

に
対
し
、
株
主
総
会
と
被
選
任
者
と
の
関
係
は
、
機
関
関
係
的
な
も
の
で

あ
る
か
ら
，
株
主
総
会
が
例
外
的
に
意
思
表
示
を
な
し
得
る
と
し
て
、
株

主
総
会
決
議
は
会
社
の
内
部
的
な
意
思
決
定
の
み
な
ら
ず
、
決
議
自
体
が

直
接
申
込
の
効
力
を
有
す
る
と
解
す
る
説
も
あ
る
（
田
中
（
耕
）
・
会
社
法
概

論
上
三
八
三
頁
、
松
田
・
会
社
法
概
論
一
八
五
頁
）
．
し
か
し
、
取
締
役
選
任

の
場
合
に
は
、
被
選
任
者
は
ま
だ
会
社
の
機
関
で
は
な
い
し
、
両
者
の
関

係
は
機
関
相
互
の
関
係
で
は
な
く
、
現
在
取
締
役
で
あ
る
も
の
を
選
任
す

る
場
合
で
も
、
被
選
任
者
は
会
社
の
機
関
と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
の
立

場
で
そ
の
諾
否
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
も
例
外
を
認
め

る
べ
き
で
は
な
く
（
田
中
誠
・
前
掲
五
三
五
頁
）
、
取
締
役
選
任
決
議
を
し
た

株
主
総
会
決
議
に
基
づ
き
、
代
表
取
締
役
が
被
選
任
者
に
対
し
て
申
込
を
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な
し
、
被
選
任
者
が
こ
れ
を
承
諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
任
用
契
約
が
締
結

さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

　
取
締
役
が
辞
任
す
る
場
合
は
、
辞
任
は
告
知
で
あ
る
か
ら
、
一
方
的
意

思
表
示
の
到
達
を
も
っ
て
効
力
を
生
ず
る
の
で
、
選
任
の
場
合
と
同
様
に
．

取
締
役
が
会
社
、
つ
ま
り
代
表
取
締
役
に
対
し
て
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
代
表
取
締
役
が
代
表
取
締
役
の
地
位
だ

け
を
辞
任
す
る
場
合
は
、
代
表
取
締
役
は
、
同
時
に
取
締
役
た
る
資
格
を

前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
会
社
と
代
表
取
締
役
と
の
間
の
関
係
も
委
任
に

関
す
る
民
法
の
規
定
に
従
う
（
商
法
二
五
四
条
三
項
）
。
従
っ
て
、
代
表
取
締

役
も
何
時
で
も
そ
の
地
位
を
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
法
六
五
一
条
、

大
隅
“
今
井
・
前
掲
一
九
一
頁
、
山
口
・
注
釈
会
社
法
㈲
三
六
三
頁
）
。
こ
の
場
合

も
辞
任
の
意
思
表
示
は
、
取
締
役
の
辞
任
の
場
合
と
同
様
に
、
他
の
代
表

取
締
役
に
対
し
て
な
す
こ
と
を
要
す
る
。
代
表
取
締
役
が
一
名
で
、
他
に

代
表
取
締
役
が
い
な
い
場
合
は
、
取
締
役
会
を
招
集
し
て
こ
れ
に
対
し
て

辞
任
の
意
思
表
示
を
な
す
ぺ
き
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
多
数
説
で
あ
る

（
田
中
（
誠
）
・
前
掲
五
四
一
頁
、
浜
田
・
前
掲
三
〇
〇
頁
、
山
口
・
前
掲
三
六
三
頁
）
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
代
表
取
締
役
の
選
任
行
為
は
、
直
接
被
選

任
者
に
対
す
る
就
任
申
込
と
解
し
、
被
選
任
者
の
承
諾
が
あ
れ
ば
そ
れ
に

ょ
っ
て
代
表
取
締
役
に
な
る
と
解
す
る
こ
と
か
ら
、
代
表
取
締
役
の
辞
任

の
意
思
表
示
も
、
常
に
取
締
役
会
に
対
し
て
な
す
ぺ
き
で
あ
る
と
す
る
説

が
あ
る
。
し
か
し
、
多
数
説
は
、
こ
れ
も
取
締
役
選
任
の
た
め
の
株
主
総

会
決
議
と
同
様
、
取
締
役
会
の
決
議
は
会
社
の
内
部
の
意
思
決
定
に
過
ぎ

ず
、
対
外
的
な
意
思
表
示
は
会
社
の
代
表
機
関
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ

る
か
ら
、
会
社
の
代
表
機
関
と
被
選
任
者
と
の
間
に
代
表
権
授
与
の
任
用

契
約
が
必
要
で
あ
る
と
し
（
野
津
「
代
表
取
締
役
」
株
式
会
社
法
講
座
三
巻
一
〇

九
三
頁
）
、
こ
の
場
合
も
会
社
の
代
表
機
関
た
る
他
の
代
表
取
締
役
に
対
し

て
辞
任
の
意
思
表
示
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
代
表

取
締
役
が
一
人
だ
け
し
か
い
な
い
場
合
、
ま
た
は
代
表
取
締
役
全
員
が
辞

任
す
る
場
合
に
は
、
会
社
に
対
す
る
辞
任
の
意
思
表
示
を
客
観
的
に
明
確

な
ら
し
め
る
た
め
に
、
取
締
役
会
を
開
い
て
そ
こ
で
辞
任
の
意
思
表
示
を

す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
多
数
説
に
立
ち
、
代
表
取
締
役
選
任
決
議
も
取
締
役
会
の
内

部
の
意
思
決
定
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
対
外
的
な
意
思
表
示
は
会
社
の
代
表

機
関
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
す
る
と
、
他
に
代
表
取
締
役
が
い
る
場
合
は

と
も
か
く
、
他
に
代
表
取
締
役
が
い
な
い
か
、
ま
た
は
、
代
表
取
締
役
全

員
が
一
度
に
辞
任
す
る
場
合
、
取
締
役
会
に
対
し
て
辞
任
の
意
思
表
示
を

す
る
の
で
は
、
代
表
取
締
役
の
辞
任
の
意
思
は
客
観
的
に
は
明
確
に
な
っ

て
も
、
代
表
取
締
役
の
辞
任
の
意
思
表
示
を
会
社
が
受
け
た
こ
と
に
は
な

ら
ず
、
結
局
、
代
表
取
締
役
は
辞
任
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
う
。

従
っ
て
私
は
、
代
表
取
締
役
は
取
締
役
の
地
位
を
前
提
と
す
る
し
、
代
表

取
締
役
選
任
決
議
は
、
株
主
総
会
に
よ
る
取
締
役
選
任
決
議
と
は
異
な
り
、

選
任
決
議
は
直
接
被
選
任
者
に
対
す
る
選
任
申
込
と
解
す
る
か
ら
、
代
表

取
締
役
が
代
表
取
締
役
の
地
位
だ
け
を
辞
任
す
る
場
合
も
、
取
締
役
会
に

対
し
て
な
す
ぺ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
件
の
場
合
は
、
代
表
取
締
役
の
地
位
だ
け
で
は
な
く
、

取
締
役
の
地
位
を
も
辞
任
す
る
場
合
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
辞
任
の
意
思
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表
示
の
相
手
方
は
、
多
数
説
に
よ
る
と
、
会
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
が
．

他
に
代
表
取
締
役
が
い
な
い
場
合
は
、
取
締
役
会
を
招
集
し
て
辞
任
の
意

思
表
示
を
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
田
中
（
誠
）
．
前
掲
五
四
二
頁
、
大
隅
嬬

今
井
・
前
掲
一
九
一
頁
、
山
口
・
前
掲
三
六
三
頁
は
、
代
表
取
締
役
ま
た
は
取
締
役

会
に
対
し
て
辞
任
の
意
思
表
示
を
な
す
ぺ
き
と
さ
れ
る
。
岡
山
地
判
昭
和
四
五
・
二
・

二
七
金
融
商
事
判
例
≡
三
号
一
四
頁
）
。
本
件
判
旨
の
第
一
点
も
こ
れ
に
従

う
も
の
で
あ
る
．
な
お
、
こ
の
説
に
は
、
取
締
役
の
辞
任
は
、
委
任
契
約

の
告
知
で
、
単
独
行
為
で
あ
り
、
取
締
役
会
の
承
認
決
議
を
必
要
と
す
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
取
締
役
会
を
開
か
な
く
て
も
、
辞
任
の

意
思
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
が
取
締
役
全
員
に
は
か
ら
れ
る
な
ど
の
方
法

に
ょ
っ
て
了
知
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
は
、
辞
任
は
有
効
と
解
す
る
説
も
あ

る
（
田
中
（
誠
）
・
前
掲
五
四
二
頁
、
加
美
・
前
掲
二
四
九
号
四
頁
、
岡
山
地
判
前
掲

昭
和
四
五
・
二
・
二
七
）
。

　
私
は
、
代
表
取
締
役
が
取
締
役
の
地
位
を
も
辞
任
す
る
場
合
は
、
取
締

役
が
辞
任
す
る
場
合
と
同
様
、
そ
の
意
思
表
示
は
会
社
の
代
表
取
締
役
に

な
す
ぺ
き
で
あ
る
と
解
す
る
。
従
っ
て
、
他
に
代
表
取
締
役
が
い
な
い
場

合
に
、
取
締
役
会
を
招
集
し
て
辞
任
の
意
思
表
示
を
す
る
だ
け
で
は
不
充

分
だ
と
考
え
る
。
何
と
な
れ
ぽ
、
取
締
役
の
選
任
は
、
そ
の
会
社
の
意
思

決
定
を
代
表
機
関
た
る
代
表
取
締
役
を
通
し
て
告
知
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

取
締
役
会
に
は
、
辞
任
と
い
う
取
締
役
の
個
人
的
な
立
場
の
意
思
決
定
を

受
け
る
権
限
は
有
し
な
い
。
従
っ
て
、
か
か
る
場
合
は
、
代
表
取
締
役
が
、

ま
ず
取
締
役
会
を
開
い
て
代
表
取
締
役
を
選
任
す
る
手
続
を
と
り
、
他
の

代
表
取
締
役
を
選
任
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
者
に
対
し
、
辞
任
の
意
思
表

示
を
す
ぺ
き
だ
と
考
え
る
。

　
本
件
の
場
合
も
、
代
表
取
締
役
は
、
Y
以
外
に
存
し
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
Y
は
、
取
締
役
会
を
招
集
し
て
、
そ
の
取
締
役
会
に
対
し
、
ま
ず
、

代
表
取
締
役
辞
任
の
意
思
表
示
を
な
し
、
他
の
代
表
取
締
役
が
選
任
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
取
締
役
の
辞
任
の
手
続
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

そ
の
意
味
で
、
Y
に
つ
い
て
、
辞
任
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と

す
る
判
旨
第
一
点
の
結
論
に
は
賛
成
で
あ
る
。

　
次
ぎ
に
、
Y
が
辞
任
せ
ず
、
A
会
社
の
代
表
取
締
役
だ
と
す
る
と
、
Y

が
取
締
役
C
に
会
社
業
務
を
一
切
任
せ
き
り
に
し
て
い
た
こ
と
と
商
法
二

六
六
条
ノ
三
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
の
有
無
が
問
題
と
な
る
。

　
今
日
で
は
．
学
説
も
判
例
も
、
代
表
取
締
役
が
他
の
代
表
取
締
役
そ
の

他
の
者
の
不
正
行
為
な
い
し
任
務
解
怠
を
看
過
し
た
場
合
は
、
自
ら
も
悪

意
、
重
過
失
に
よ
り
任
務
を
怠
っ
た
も
の
と
し
て
、
代
表
取
締
役
に
商
法

二
六
六
条
ノ
三
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
責
任
を
肯
定
し
て
い
る
。
し
か

し
，
そ
の
場
合
の
代
表
取
締
役
の
監
視
義
務
を
認
め
る
論
拠
は
、
学
説
に

よ
っ
て
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
多
く
は
、
こ
の
根
拠
を
会
社
業
務
全

般
に
渡
る
善
管
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
に
求
め
て
い
る
が
、
こ
の
よ

う
な
学
説
に
対
し
て
、
善
管
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
は
、
監
視
義
務

の
よ
う
な
一
定
の
職
務
の
存
在
を
基
礎
づ
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
か
え
っ

て
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
職
務
執
行
上
尽
く
す
べ
き
誠
意
や
注
意
の

程
度
を
示
す
基
準
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
理
由
に
批
判
し
て
い
る
学
説
が
あ

る
，
（
塩
田
け
吉
川
「
取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
商
法

qD

四
五
頁
、
喜
多
・
判
例
評
論
一
七
八
号
三
二
頁
）
．
ま
た
現
行
法
上
、
取
締
役
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は
代
表
取
締
役
の
下
部
機
関
で
は
な
い
か
ら
、
代
表
取
締
役
の
固
有
の
地

位
そ
の
も
の
か
ら
も
、
当
然
に
他
の
代
表
取
締
役
ま
た
は
平
取
締
役
に
対

す
る
監
視
義
務
が
生
ず
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
説
も
あ
る
（
酒
巻

「
取
締
役
の
監
視
義
務
」
商
法
の
判
例
（
第
三
版
）
九
九
頁
）
。

　
結
局
、
代
表
取
締
役
の
経
営
監
督
機
能
は
、
現
行
法
で
は
取
締
役
会
を

通
し
て
そ
の
構
成
員
の
職
務
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
、
代
表
取
締

役
の
固
有
の
地
位
か
ら
他
の
代
表
取
締
役
の
監
視
義
務
を
負
う
の
で
は
な

い
と
解
し
て
い
る
．
私
も
代
表
取
締
役
は
取
締
役
を
監
督
す
る
権
限
を
持

つ
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
代
表
取
締
役
の
監
視
義
務
は
、
取
締
役
会
の
構

成
員
た
る
地
位
に
由
来
す
る
も
の
と
解
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
判
例
上

も
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
代
表
取
締
役
が
代
表
取
締
役
ま
た
は
代
表
権

の
な
い
取
締
役
に
会
社
業
務
の
一
切
を
任
せ
ぎ
り
に
し
た
場
合
に
、
監
視
・

監
督
義
務
違
反
に
よ
り
商
法
二
六
六
条
ノ
三
に
基
づ
く
第
三
者
に
対
す
る

損
害
賠
償
責
任
が
肯
定
さ
れ
た
事
例
が
多
い
（
最
大
判
昭
和
四
四
．
一
一
・
二

六
民
集
一
…
巻
一
一
量
二
五
〇
頁
他
）
。
例
え
ば
、
会
社
の
代
表
取
締
役
社

長
に
就
任
し
た
が
、
自
ら
会
社
業
務
に
関
与
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
業
務

は
す
ぺ
て
他
の
代
表
取
締
役
に
任
せ
て
そ
の
職
務
執
行
を
監
視
し
な
か
っ

た
場
合
で
あ
る
と
か
、
対
外
的
信
用
の
た
め
名
目
上
そ
の
職
務
に
付
く
こ

と
を
懇
請
さ
れ
た
代
表
取
締
役
が
、
使
用
人
兼
務
の
平
取
締
役
に
会
社
業

務
の
一
切
を
任
せ
き
り
に
し
、
右
平
取
締
役
の
職
務
違
反
行
為
を
看
過
し

た
事
案
に
つ
き
、
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
引
用
し
て
、
名
目
的
代
表
取
締

役
の
責
任
を
肯
定
し
て
い
る
（
東
京
高
判
昭
和
四
七
・
七
・
二
八
下
民
集
二
三

巻
五
～
八
号
四
一
頁
）
．
こ
れ
に
対
し
、
名
目
的
代
表
取
締
役
の
任
務
解
怠

と
第
三
者
と
の
損
害
の
間
に
相
当
因
果
関
係
を
欠
く
と
し
て
、
第
三
者
に

対
す
る
損
害
賠
償
責
任
が
否
定
さ
れ
た
事
例
も
あ
る
（
最
一
判
昭
和
四
五
・

七
・
一
六
民
塞
西
巻
七
号
一
〇
六
一
頁
）
。
有
限
会
社
の
名
目
的
代
表
取
締

役
の
監
視
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
が
、
経
営
を
一
任
さ
れ
た
取
締
役
の
悪

意
、
重
過
失
に
よ
る
任
務
解
怠
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
な
い
場
合
と
か
、

代
表
取
締
役
A
が
、
会
社
の
業
務
運
営
一
切
を
友
人
B
に
任
せ
て
い
た
が
、

会
社
は
大
口
取
引
先
の
倒
産
に
よ
る
あ
お
り
で
連
鎖
倒
産
し
、
こ
の
た
め

仕
入
先
に
債
権
回
収
不
能
に
よ
る
損
害
を
与
え
た
場
合
な
ど
で
あ
る
。
私

は
、
基
本
的
に
は
名
目
的
代
表
取
締
役
も
取
締
役
で
あ
る
以
上
、
そ
の
取

締
役
が
職
務
を
行
う
に
つ
き
、
悪
意
、
重
過
失
あ
る
と
ぎ
は
、
商
法
二
六

六
条
ノ
三
に
い
う
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
う
と
解
す
る
。

た
だ
任
務
解
怠
と
第
三
者
の
損
害
に
因
果
関
係
を
欠
く
と
き
は
、
そ
の
責

任
は
否
定
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。
そ
の
因
果
関
係
も
、
複
数
の
代
表
取

締
役
が
い
て
、
会
社
の
内
部
の
職
務
上
当
然
そ
の
権
限
が
分
離
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
場
合
に
は
、
任
務
僻
怠
と
は
な
り
得
な
い
し
、
因
果
関
係
は
否

定
さ
れ
る
。
た
だ
、
取
締
役
の
不
作
為
に
つ
い
て
の
重
過
失
は
慎
重
に
判

断
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
．
こ
れ
は
，
取
締
役
と
し
て
の
一
般
に
要

求
さ
れ
る
能
力
お
よ
び
識
見
に
応
じ
た
注
意
義
務
を
基
準
に
、
客
観
的
に

そ
の
有
無
を
判
定
す
べ
き
だ
と
考
え
る
か
ら
、
単
に
そ
の
代
表
取
締
役
が

全
く
名
目
上
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
因
果
関
係
を
欠
く
理
由
と

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　
た
だ
学
説
の
中
に
は
、
相
当
因
果
関
係
に
よ
っ
て
取
締
役
の
責
任
に
し

ぽ
り
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
と
、
取
締
役
会
に
出
席
の
労
を
と
ら
な
い
名
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目
的
取
締
役
あ
る
い
は
取
締
役
会
の
不
開
催
が
常
態
の
会
社
の
名
目
的
取

締
役
に
つ
い
て
は
、
監
視
義
務
の
解
怠
と
第
三
者
の
損
害
と
の
間
に
因
果

関
係
の
あ
る
こ
と
の
立
証
が
非
常
に
困
難
に
な
る
か
ら
、
因
果
関
係
の
存

在
を
厳
格
に
要
求
す
れ
ば
、
殆
ど
の
場
合
責
任
が
否
定
さ
れ
、
怠
慢
な
取

締
役
に
と
っ
て
非
常
に
寛
大
に
な
る
か
ら
、
む
し
ろ
、
名
目
的
取
締
役
の

場
合
に
は
、
直
接
の
経
営
担
当
者
が
責
任
を
負
う
こ
と
を
第
三
者
が
立
証

し
た
場
合
に
、
こ
れ
に
対
し
て
監
視
・
監
督
義
務
を
負
う
者
は
、
特
段
の

事
情
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
合
理
的
な
注
意
の
行
使
が
損
害
発
生
を
阻
止
し

え
た
こ
と
（
相
当
因
果
関
係
の
存
在
）
を
事
実
上
推
定
し
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
監
視
義
務
の
解
怠
と
第
三
者
の
損
害
と

の
間
に
因
果
関
係
の
あ
る
こ
と
の
難
し
さ
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
い
場
合

ま
で
、
第
三
者
を
保
護
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　
本
件
に
お
い
て
、
Y
に
監
視
義
務
違
反
が
あ
っ
た
か
否
か
で
あ
る
が
、

Y
は
A
会
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
業
務
一
切

を
取
締
役
C
に
任
せ
き
り
に
し
た
こ
と
は
職
務
を
行
う
に
つ
き
重
過
失
あ

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Y
と
C
と
は
夫
婦
で
あ
り
、

後
に
離
婚
に
至
る
特
殊
な
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
Y
の
す
べ
き
こ
と
は
適

法
に
代
表
取
締
役
を
辞
任
す
べ
き
こ
と
し
か
な
く
、
し
か
も
こ
れ
も
自
己

の
思
料
し
た
手
続
を
踏
み
な
が
ら
、
そ
れ
が
法
律
的
に
は
至
ら
な
か
っ
た

場
合
で
あ
る
か
ら
、
Y
に
は
因
果
関
係
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

学
説
に
よ
る
と
、
会
社
債
権
者
を
救
済
す
る
意
味
で
、
因
果
関
係
を
肯
定

し
、
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
す
る
説
も
あ
る
が
、
私
は
会
社
債
権
者
と
い

っ
て
も
債
権
者
も
会
社
で
あ
り
、
か
か
る
会
社
倒
産
の
可
能
性
は
充
分
予

知
し
得
る
こ
と
が
多
く
、
必
ず
し
も
か
か
る
こ
と
で
救
済
す
る
必
要
は
な

い
と
考
え
る
．
従
っ
て
、
判
旨
第
二
点
の
結
論
に
は
賛
成
で
あ
る
。
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